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国民健康保険は、被保険者の構成や財政基盤に構造的問題があり、平成３０年度から

都道府県が財政運営の責任主体となりました。 

埼玉県は、埼玉県国民健康保険運営方針を策定し、まずは、全市町村が、令和８年度

までに赤字を解消し、令和９年度に県が示す市町村標準保険税率に合わせること（以下

「保険税水準の準統一」という。）を目指しています。 

本市でも、一人当たり医療費は増加傾向にある一方で、被保険者数が減少し、保険税

の減収が見込まれております。 

本市の国保財政の赤字を解消するため、令和８年度に向け、保険税率を見直す必要が 

あります。 

 

 

 

（１）国民健康保険税率の改正等 

 

 

 

① 医療給付費、後期高齢者支援金等及び介護納付金に係る保険税率の改正 

② 医療給付費の賦課方式を４方式（所得割、資産割、均等割、平等割）から 

２方式（所得割、均等割）に改正 

令和９年度に予定されている保険税水準の準統一に向け、令和５年度から急激

な負担増に配慮し計画的かつ段階的に保険税率の見直しを行っています。 

令和８年度についても、引き続き、急激な負担増に配慮しながら、保険税率の

見直しを行うものです。 

③ 子ども・子育て支援納付金の創設 

令和６年度に改正子ども・子育て支援法が成立し、保険者は、令和８年度から、

出産・子育て政策に係る費用を拠出することとなりました。本市においても、従

来の税目（医療給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金）に、新たに子ども・

子育て支援納付金を加えるものです。 

（２）国民健康保険税課税限度額の改正等 

 

 

 

① 医療給付費及び後期高齢者支援金等の課税限度額の改正 

令和７年度税制改正により、国民健康保険税の課税限度額が改正されました。 

埼玉県国民健康保険運営方針や税制改正の趣旨に則り、課税限度額の改正を行

うものです。 

② 子ども・子育て支援納付金の課税限度額の設定 

新たに課税限度額を設けるものです。 

１．背景 

２．令和８年度 国民健康保険税制度の改正概要 
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令和８年度の保険税率（案）については、次のとおりです。 

区分 
令和８年度 

標準保険税率 

 令和７年度  

現行 

令和８年度 

案 
差 

医
療 

所得割  ７．６２％   ６．８０％  ７．３０％ ０．５０％ 

資産割 ―  ９．００％ 廃止 ▲９．００％ 

均等割 ４６，２９０円  ３３，０００円 ４４，５００円 １１，５００円 

平等割 ―   ４，５００円 廃止  ▲４，５００円 

支
援 

所得割  ２．７９％   ２．８０％  ２．７５％ ▲０．０５％ 

均等割 １６，８６４円  １６，０００円 １６，５００円 ５００円 

介
護 

所得割  ２．４５％   ２．３０％  ２．３５％  ０．０５％ 

均等割 １７，３９８円  １６，０００円 １７，０００円 １，０００円 

子

ど

も 

所得割 ０．２６％  ― ０．２６％ ０．２６％ 

均等割※ １，６７９円  ― １，６７９円 １，６７９円 

合
計 

所得割 １３．１２％  １１．９０％ １２．６６％ ０．７６％ 

資産割 ―  ９．００％ 廃止 ▲９．０％ 

均等割 ８２，２３１円  ６５，０００円 ７９，６７９円 １４，６７９円 

平等割 ―   ４，５００円 廃止 ▲４，５００円 

※ 子ども・子育て支援納付金の均等割については、１８歳未満は、１０割軽減。 
 

 

【参考】令和８年度 税率改正等の影響（見込み） 

 

 

 

 

 

区分 影響 

調 定 額 

約３３億２，８３８万円 

約２億７，００５万円の増 

うち子ども分：約７，４０５万円の増 

増額となる 

世帯 

１万７，７１１世帯   

約９５％の世帯   

１世帯あたり 

平均影響額 

１４，４２７円   

（うち子ども分：４，２００円）  

【 審議事項 】 

３．令和８年度 国民健康保険税率の改正等（案） 

税額の増減 世帯数 割合

減額 926世帯 4.95％

0円 21世帯 0.11％

5,000円以下 1,720世帯 9.19％

10,000円以下 4,662世帯 24.91％

20,000円以下 6,752世帯 36.07％

30,000円以下 2,599世帯 13.89％

40,000円以下 1,254世帯 6.70％

50,000円以下 429世帯 2.29％

60,000円以下 204世帯 1.09％

70,000円以下 109世帯 0.58％

80,000円以下 34世帯 0.18％

90,000円以下 7世帯 0.04％

100,000円以下 1世帯 0.01％

計 18,718世帯 100.00％
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令和８年度の課税限度額（案）については、次のとおりです。 

区分 
令和７年度 

現行 

令和８年度  

案 
差 

医 療 給 付 費  ６５万円 ６６万円 １万円 

後期高齢者支援金等 ２４万円 ２６万円 ２万円 

介 護 納 付 金  １７万円 １７万円 ０円 

子ども・子育て支援納付金 ― ３万円 ３万円 

合  計 １０６万円 １１２万円 ６万円 

 

 

【参考】令和８年度 課税限度額の改正の影響（見込み） 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 令和９年度以降の国民健康保険税率等については、埼玉県国民健康保険運営方針に基

づき、次のとおり設定してまいります。 

NO 内容 令和９年度以降 

１ 国民健康保険税率 埼玉県が示す市町村標準保険税率 

２ 課税限度額 賦課年度の法定限度額 

 

区分 影響 

調 定 額 約１，３７３万円の増 

適 用 世 帯 

医 療：３０１世帯（▲ ７世帯） 

支 援：３２０世帯（▲４６世帯） 

こども：１８２世帯 

【 審議事項 】 

４．令和８年度 国民健康保険税課税限度額の改正等（案） 

５．令和９年度以降の国民健康保険税率等 


